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学則変更の趣旨 

 

「経済財政運営と改革の基本方針 2018」（平成 30年 6月 15日閣議決定）及び「令和 4年度の医

学部臨時定員の暫定的な維持について（通知）」（令和 2年 11月 25日付け 2文科高第 739号文部科

学省高等教育局長、医政発 1125第 5号厚生労働省医政局長通知）を踏まえ、神奈川県における医師

不足の現状を十分に理解し、その解消に向けて県内で医療に従事する明確な意思を有する医師を養

成し、もって神奈川県が推進する医師確保等に係る施策に資するため、令和 4年度のみの臨時の措

置として入学定員 5名の増員を行うものとし、その旨を追記するもの。 
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   新旧の比較対照表 
 

 

    

学則（新） 学則（旧） 

(収容定員) 

第3条 医学部医学科の入学定員は110人とし収容定員

は660人とする。 

 

  

附 則 

1 この学則の改正は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

2 第 3条の規定にかかわらず、令和 2年度乃至令和 8年

度の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

令和 2 年 4 月 1 日より施行された入学定員及び収容定員

の表にかかわらず、令和 4 年 4 月 1 日より、令和 4 年度

乃至令和 9 年度の入学定員及び収容定員は、次のとおり

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 入学定員 収容定員 

令和2年度 115人 690人 

令和3年度 115人 690人 

令和4年度 110人 685人 

令和5年度 110人 680人 

令和6年度 110人 675人 

令和7年度 110人 670人 

令和8年度 110人 665人 

年度 入学定員 収容定員 

令和4年度 115人 690人 

令和5年度 110人 685人 

令和6年度 110人 680人 

令和7年度 110人 675人 

令和8年度 110人 670人 

令和9年度 110人 665人 

(収容定員) 

第3条 医学部医学科の入学定員は110人とし収容定員

は660人とする。 

 

 

附 則 

1 この学則の改正は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

2 第 3条の規定にかかわらず、令和 2年度乃至令和 8年

度の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

年度 入学定員 収容定員 

令和2年度 115人 690人 

令和3年度 115人 690人 

令和4年度 110人 685人 

令和5年度 110人 680人 

令和6年度 110人 675人 

令和7年度 110人 670人 

令和8年度 110人 665人 
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